
駐車場施設（今池四丁目）貸付入札実施要領 

 

１．貸付の目的 

  公益財団法人名古屋まちづくり公社（以下「公社」という。）は、公社が所有する名古屋市千種

区今池四丁目地内の駐車場施設について、平面式駐車場として使用することを条件に以下のよう

に一時貸付を行う。 

 

２．貸付物件 

物件名 所在地 面積 

駐車場施設 

（今池四丁目） 

名古屋市千種区今池四丁目 709番 1 
813.86㎡ 

名古屋市千種区今池四丁目 713番 

詳細は現況平面図（別紙１）を参照して下さい。 

 

３．入札参加資格 

  駐車場施設（今池四丁目）貸付入札（以下「本入札」という。）に参加する者に必要な資格（以

下「入札参加資格」という。）は、次のとおりとする。 

（１） 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者で 

   あること。 

 

（２） 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経過しない 

者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でな 

いこと。 

 

（３） 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている 

者でないこと。 

 

（４） 民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている 

者でないこと。 

 

 （５） 公告日から落札決定までの期間中に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排

除に関する合意書(平成 20年 1月 28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)に基づ

く排除措置対象法人等でないこと、及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業

者の排除に関する取扱要綱(19財形第 103号)に基づく排除措置の期間がない者であるこ

と。 

 

 （６） 本入札の開札日において、名古屋市内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 

 

（７） 本入札の開札日において、日本国内に 10,000台以上の時間貸駐車場の管理実績を有する

者であること。 

 

 



４．入札参加申し込み 

  本入札に参加を希望する者は、様式１「入札参加申込書」を令和６年１月１０日までに持参又

は郵送にて公社に提出して下さい。但し、郵送の場合は書留又は簡易書留とし、上記期日までに

公社に到着していることを要します。また、公社が「入札参加申込書」を受領したときは、受領

書を交付します。 

 

５．入札参加の辞退 

  入札参加申込書提出後、辞退したい場合は、様式２「辞退届」を入札日の前日までに公社に提

出して下さい。 

 

６．入札 

   入札後資格確認型一般競争入札とし、入札は、様式３「入札書」に、月額賃料（消費税等抜

き）を記載して下さい。なお、入札後資格確認型一般競争入札とは、入札実施後に、落札候補者

（最高価格入札提示者）の入札参加資格を確認する入札方法です。 

 

７．落札候補者の決定方法等 

（１） 落札候補者等の決定 

最高価格入札提示者を落札候補者とし、次に価格の高い入札提示者を次点候補者とし

ます。したがって、開札時に落札者決定は行いません。 

 

（２） 落札候補者が提出すべき書類 

      落札候補者は開札日から３営業日以内に次の書類を公社に提出する。 

① 名古屋市内に、本店、支店又は営業所を有することを確認できる書類の写し（ただ

し、④ で確認できる場合は不要) 

② 日本国内に 10,000台以上の時間貸駐車場の管理実績を有することを確認できる書類

の写し 

③ 決算書(直近 3年分) 

④ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 

 

（３） 落札者の決定 

落札候補者が提出した書類を確認し、入札参加資格があると認められた場合、落札候

補者を落札者として決定します。 

 

（４） 落札者の公表 

落札者決定後、公社ホームページにおいて 10日間公表します。 

 

（５） 駐車場施設一時使用賃貸借契約 

     落札者は、公社と速やかに駐車場施設一時使用賃貸借契約を締結する。 

 

８．貸付に関する条件 

（１） 用途指定・制限 

① 用途は、平面式による時間貸駐車場及び月極駐車場（以下「駐車場事業」という。）



に限定します。但し、カーシェアリング用の車両を設置し、サービスを提供すること

は差し支えありません。 

② 工作物等の設置については、駐車場事業に関連する付帯設備に限り認めることとしま

す。但し、自動販売機等の設置を希望する場合で、賃借人が書面により申請をし、公

社の承認を得たもののみ認めます。 

③ 政治的又は宗教的用途に使用することはできません。 

④ 風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律（昭和 23年法律第 122号）

第 2条第 1項に規定する風俗営業、同条第 5項に規定する性風俗関連特殊営業その他

これらに類する業の用途に使用することはできません。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第

2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等

であることが指定されているものを利する用途など、公序良俗に反する用途に使用す

ることはできません。 

⑥ 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など著しく近隣環境を損なうことが予想される用

途に使用することはできません。 

⑦ 指定した用途以外の用途に供した場合のほか、本実施要領及び駐車場施設一時使用賃

貸借契約書に反することが明らかになった場合には、契約を解除します。また、公社

の承認を得ずに用途を変更することはできません。 

 

（２） 使用の条件 

① 賃借人は、駐車場事業を直接行うものとし、この事業の全部又は主たる部分を一括

して第三者に再委託してはいけません。 

② 無人駐車場として管理する場合は、電話若しくはインターフォンを取り付け、トラ

ブル等発生時に賃借人と駐車場利用者等が直接連絡できるものとして下さい。 

③ 駐車場の運営中にトラブルが発生した場合、速やかに現地で対応できる体制をとっ

て下さい。また、自動販売機等を設置する場合は、販売機に故障時等の連絡先を明

記して下さい。 

④ 駐車場運営に関する防犯対策を講じて下さい。 

⑤ 貸付物件内の除草・落ち葉の清掃等の管理は賃借人の負担において行って下さい。 

⑥ 賃借人又は賃借人の指定する業者は、駐車場事業及びカーシェアリングの営業活動

及び利用者募集等のための告知等を行っても構いません。 

⑦ 土地平面図（別紙４）に記載のとおり、敷地内中央には、地下約３ｍ下に下水道管

が埋設しております。下水道管はモルタルにより充填されています。 

⑧ 当公社に帰属する財産である施設については、別紙２を参照して下さい。アスファ

ルト舗装・外柵・排水桝については、令和６年３月１日に現状有姿のまま引き渡し

ます。 

⑨ その他の現行賃借人に帰属する財産である施設については、別紙３を参照して下さ

い。令和６年２月２９日までに撤去する予定です。 

⑩ 既設の排水桝の上部にフラップ板等の駐車設備を敷設することは可能ですが、排水

桝が損傷、破損することのないようにして下さい。 

⑪ これら駐車場等の整備及び運営、管理に伴う費用は全て賃借人の負担とします。 

⑫ 賃借人は予め工事計画を書面により申請し、公社の承認を得て下さい。 



⑬ 賃借人は、駐車場等の整備後速やかに、公社の指示に従い、当該施設の施設名・数量

等を図中に記載した完成図面及び施設ごとの写真を整理し、各２部を公社に提出して

下さい。 

⑭ 敷地内調査等のため賃貸借契約締結前に敷地内へ入ることは可能です。その場合、

事前に公社の了承を得て下さい。 

 

（３） 権利の設定及び譲渡の禁止 

貸付物件を転貸することや賃借権を譲渡することはできません。また、賃借権を担保

に供することもできません。なお、時間貸及び月極駐車場は、転貸とは解釈しません。 

 

（４） 賃貸借期間 

令和６年３月１日から令和９年２月２８日までとします。但し、双方書面による通知

がない場合は、1年単位で最大２年間(令和１１年２月２８日まで)を限度に同様の条件

で契約更新することができます。 

 

（５） 中途解約 

当初２年間は中途解約できません。２年経過未満での中途解約を行った場合、違約金

として３ヶ月分の賃料を支払うものとします。２年経過後は、期間満了の３ヶ月前に予

告することにより本契約を中途解約することができます。 

 

（６） 明渡し 

貸付物件を返還する際は、貸付開始前の状態に原状回復して下さい。それに伴う撤去

費用等は、賃借人の負担で行って下さい。但し、公社が特に必要ないと認めるときは、

この限りではありません。契約期間満了後の翌日には、貸付物件を返還できるように原

状回復期間も考慮して事業運営を行って下さい。 

 

（７） 賃料 

最高入札価格を月額賃料（消費税等抜き）とします。賃料は、毎月末日までに翌月分

の賃料を公社の指定する銀行口座に納付して下さい。 

賃料は、契約開始日からの起算とします。貸付物件を返還する際の原状回復期間等に

より営業できない期間についても課金対象とします。 

賃料は減額しないものとします。但し、営業不振等（コロナウイルス等による環境変

化の影響を含む）によるものでなく、特段の事情により、公社との協議のうえ公社が認

めた場合は改定できるものとします。 

 

（８） 敷金 

賃料１ヶ月分相当の敷金を初回賃料支払い時に預託して下さい。敷金に対し利息は付

しません。敷金は、契約終了後、１ヶ月以内に返金します。 

 

（９） その他経費 

駐車場運営に必要な経費は、すべて賃借人の負担とします。また、電気引き込み工事

等も賃借人の負担とします。但し、租税公課、町内会費その他土地所有者として負担す



べき費用は公社の負担とします。 

 

（10） 駐車場設置に伴う届出及び法令順守の徹底 

関係する法令、条例等を遵守し、届出等の諸手続きをして下さい。 

なお、当該貸付物件は、今池都市景観形成地区に指定されており、景観形成基準に準

拠する必要がありますので、事前に諸手続きをして下さい。 

 

（11） 賃借人の責務 

     賃借人は善良な管理者の注意をもって貸付物件を使用して下さい。 

賃借人には、貸付物件を使用して行う事業に伴う一切の責任があります。 

 

（12） 契約条件 

契約に関する条件は、駐車場施設一時使用賃貸借契約書（ひな形）のとおりです。 

 

  （13） その他 

       貸付物件に関する近隣住民及び駐車場利用者等への対応は、賃借人が一切の自己責

任で行うものとします。 

  



 

９．スケジュール等 

入札公告 令和５年１２月１８日（月） 

申込期限 令和６年 １月１０日（水） 

質問期日 

令和６年 １月１０日（水） 12時 00分まで 

※本入札に関する質問をメールにて受け付けます。 

※質問は、様式４「質問書」を使用して下さい。 

※送付先アドレス： youchi-keieikikaku@nup.or.jp 

回答期日 令和６年 １月１２日（金） 12時 00分まで 

入札日時 令和６年 １月１７日（水） 14時 00分から 

入札場所 
名古屋市中区丸の内二丁目 1番 36号 

NUPフジサワ丸の内ビル 5階 第一会議室 

必要書類 
様式３「入札書」 

※入札の際、入札書を封入する必要はありません。 

契約日 

入札により賃借人決定後、速やかに「駐車場施設一時使用賃貸借契約」を締

結します。契約書の内容は、別紙「駐車場施設一時使用賃貸借契約書（ひな

型）」をご参照下さい。 

その他 
最高入札価格提示者が複数の場合、その提示者のみでくじにより落札候補者

を決定します。 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

        公益財団法人名古屋まちづくり公社 

        総務部 資産活用課 安井 伊藤 

電 話 052-222-2315  FAX 052-222-2339 

E-mail  youchi-keieikikaku@nup.or.jp 

mailto:youchi-keieikikaku@nup.or.jp
mailto:youchi-keieikikaku@nup.or.jp

